
 

丹波市立図書館協議会 

委員を募集します！ 
 

 

丹波市では、丹波市立図書館条例第５条に基づき、図書館の円滑な運営に関し意見を述べる機

関として図書館協議会を設けています。図書館協議会の委員は、識見を有する者等で構成してお

り、この協議会に広く市民の皆さんの意見をいただくために委員を公募します。 

 

《募 集 人 数》 ２名以内 

《応 募 資 格》 ・市内に住所を有する方又は市内の事業所等に勤務する方。 

        ・図書館運営について関心があり、積極的に意見を出していただける方。 

        ・平日の日中に開催する会議に出席できる方。 

        ・丹波市議会議員、丹波市職員は応募できません。 

《委員の仕事》 丹波市立図書館協議会に出席し、意見や提案を出していただきます。 

《委員の任期》 令和８年４月１日から令和 10年３月 31日まで 

《協議会日程》 概ね年２回程度開催します。（平日の日中に会議を開きます） 

《委員の報酬》 条例に基づき、１回（半日）の出席につき、3,500円をお支払いします。 

 

《募 集 期 間》 令和８年１月 13日（火）～２月 13日（金）午後５時 00分まで  

         ※郵送の場合も、募集期間内に必着とします。 

 

《応 募 方 法》 ①裏面の「丹波市立図書館協議会委員公募委員 応募用紙」（必要事項を記入） 

        ②「図書館について思うこと及び協議会で果たしたい自分の役割」 

         をテーマとする小論文。（Ａ４サイズ横書きの任意様式で、800字以内にま 

とめてください。） 

         上記①と②の書類を、郵送又は持参により、募集期間内に丹波市立中央図書 

館まで提出してください。 

 

※丹波市立図書館のホームページから応募用紙をダウンロードできます。         

 

《選 考 方 法》 書類選考を行い、選考結果は応募者全員に郵送により通知します。 

        ※必要に応じて面接審査を行います。 

 

《応募先・問い合わせ先》 

 〒669-3602 丹波市氷上町常楽２３３番地 

丹波市立中央図書館   TEL 82-7100  FAX 82-7200 

 


